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用品の大量販売のような同種・定型的取引の多
い拠点と、取引先や扱い製品の特性により、個
別の裁量を求められることが多い拠点に分類で
きますし、統制面では、共通の販売システムを
運用している拠点と、マニュアル処理をしている
拠点に分類できるでしょう。また、受注がオンラ
イン処理されていたり、コールセンターで一括
処理されている場合には、統制をモジュール化
することができます。内部統制の効率化を図る
ためには、このようなグルーピングやモジュー
ル化を当初から、かなり意識して、設計・整備
を行うことが望まれます。
販売プロセスや購買プロセスは現場レベルで
の取引慣行や取引先の特性などに影響され、本
質的リスクが同質にもかかわらず統制活動が多
様化している事例があり、内部統制を効率化す
るための阻害要因となっています。このような
状態のまま、文書化やテスト業務を軽減する
ために同一母集団としてグルーピングすると、
J-SOXにおいて不備が検出された場合、その
不備の発生原因を特定・分離させ、母集団全体
としては統制が有効であると結論付けることが
困難になります。

昨今の厳しい経済情勢の下、事業計画の達成
を阻害するリスク要因を的確に認識し、それを
低減するための統制活動を、いかに事業活動の
中に埋め込んでいくかが大きな経営課題になっ
ています。J-SOX対応を契機に、全社的に展
開した財務報告統制のフレームワークを、さら
に経営効果の大きい、ほかの目的の統制にまで
拡大し、全体的な効率化・最適化を図ることが
求められているといえます。
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平成20年11月28日に「賃貸等不動産の時
価等の開示に関する会計基準」および「賃貸等
不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用
指針」（以下、本会計基準等）が、企業会計基
準委員会から公表されました。
本会計基準等は、金融商品の時価の注記対象
を拡大したことを踏まえ、一定の不動産につい
ては、事実上、事業投資と考えられるものでも、
その時価の開示が投資情報として一定の意義が
あるという意見があること、さらに国際財務報
告基準（IFRS）が投資不動産について原価評価
を選択した場合に時価を注記するとしているこ
ととのコンバージェンスを図る観点から、賃貸等
不動産に該当するときには、時価の注記を行う
としています。なお、IFRSではIAS第40号「投
資不動産」において、投資不動産は時価評価と原
価評価の選択適用としています。
本稿では、本会計基準等のポイントを解説し
ますが、文中の意見に係る部分は筆者の私見で
あることをお断りします。

本会計基準等は、平成22年3月31日以後終
了する事業年度の年度末に係る財務諸表から、
四半期財務諸表に関しては、その翌事業年度か

ら、中間財務諸表に関しては平成22年4月1日
以後開始する事業年度の中間会計期間からの適
用を原則としています。ただし、原則適用の事
業年度以前の事業年度の期首からの適用も認め
られています。
なお、本会計基準等により新たに注記する事
項は、会計基準の変更に伴う会計方針の変更に
は当たりません。

1. 目的 
本会計基準等は、財務諸表の注記事項として
の賃貸等不動産の時価等の開示について、その
内容を定めることを目的としており、賃貸等不
動産を保有する企業に適用されます。なお、連
結財務諸表において賃貸等不動産の時価等の開
示を行っている場合には、個別財務諸表での開
示を要しません。

2. 賃貸等不動産の定義
賃貸等不動産とは、棚卸資産に分類されてい
る不動産以外のものであって、賃貸収益または
キャピタルゲインの獲得を目的として保有され
ている不動産をいいます。従って、物品の製造
や販売、サービスの提供、経営管理に使用され
ている場合は賃貸等不動産には含まれません。
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3. 賃貸等不動産の範囲
賃貸等不動産には、次の不動産が含まれます。

また、将来において賃貸等不動産として使用
される予定で開発中の不動産や、継続して賃貸
等不動産として使用される予定で再開発中の不
動産も含まれることに留意が必要です。

賃貸等不動産を保有している場合には、次の
4項目を注記します。

1. 賃貸等不動産の概要
賃貸等不動産の概要には、主な賃貸等不動産

の内容、種類、場所が含まれます。

2. 賃貸等不動産の貸借対照表計上額および
期中における主な変動
原則として、取得原価から減価償却累計額お

よび減損損失累計額を控除した金額を記載しま
す。ただし、当期末における減価償却累計額お
よび減損損失累計額を別途記載する場合には取
得原価をもって注記することができますが、取
得原価から減価償却累計額および減損損失累計
額を控除した金額の記載も必要です。
なお、貸借対照表計上額に関する期中の変動

に重要性がある場合には、その事由および金額
を記載します。

3. 賃貸等不動産の当期末における時価および
その算定方法
注記に求められる時価は原則として次のとお
りですが、本会計基準等では、簡便的な時価算
定方法や、時価の把握が極めて困難な場合の取
扱いも定められています。

4. 賃貸等不動産に関する損益
損益計算書における金額に基づいて注記を行
いますが、賃貸等不動産に関して直接把握して
いる損益のほか、管理会計上の数値に基づいて
適切に算定した額その他の合理的な方法に基づ
く金額によって開示することができます。
重要性が乏しい場合を除き、賃貸等不動産に
関する賃貸収益と、これに係る費用（賃貸費用）
による損益、売却損益、減損損失および、その
他の損益等を適切に区分して記載します。

本会計基準等の概要は前述のとおりですが、
適用初年度に開示を検討するに当たって、特に
留意すべきポイントを追加で説明します。

1. 賃貸等不動産の範囲と勘定科目との関連
賃貸等不動産の範囲は、勘定科目との関連に
おいて＜図1＞のとおりに整理されます。
図中②③の両方から構成される不動産につい
ては、以下をご参照ください。

2. 物品の製造・販売、サービスの提供、経営管理
に使用されている部分と、賃貸等不動産として
使用される部分で構成される不動産の取扱い

（1）原則
賃貸等不動産として使用される部分につい
て、賃貸等不動産に含めて注記します。当該部

•貸借対照表において投資不動産として区分さ

れている不動産

•将来の使用が見込まれていない遊休不動産

•上記以外で賃貸されている不動産

注記事項Ⅳ

•賃貸等不動産の概要

•賃貸等不動産の貸借対照表計上額および期中

における主な変動

•賃貸等不動産の当期末における時価および、

その算定方法 

•賃貸等不動産に関する損益

•観察可能な市場価格に基づく価額

•市場価格が観察できない場合には、合理的に

算定された価額（国土交通省「不動産鑑定評

価基準」による方法または類似の方法に基づ

いて算定）

開示に当たっての重要ポイントⅤ
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▶図1
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分を区分するに当たっては、管理会計上の区分
方法その他の合理的な方法を用います。

（2）容認
賃貸等不動産として使用される部分の割合が
低いと考えられる場合は、賃貸等不動産に含め
ないことができます。
また、賃貸等不動産部分の時価または損益の
把握が実務上、困難である場合には、不動産全
体を注記の対象とすることができます。このと
きには、一定の注記をほかの賃貸等不動産とは
別に記載します。

3. 重要性の検討
賃貸等不動産の重要性が乏しい場合には、次
のとおり例外的な取扱いが定められています
が、具体的な基準については記載されていない
ため、企業実態などを踏まえて適切に判断する
必要があります。

（1）総額の重要性
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合
は、注記を省略できます。当該重要性は、賃貸
等不動産の貸借対照表日における時価を基礎と
した金額と、当該時価を基礎とした総資産の金
額との比較をもって判断します。

（2）個々の重要性
開示対象となる賃貸等不動産のうち重要性が
乏しいものについては、一定の評価額や、適切
に市場価格を反映していると考えられる指標に
基づく価額などを時価と見なすことができます。

四半期財務諸表では、企業結合などにより賃
貸等不動産が前事業年度末と比較して著しく変
動している場合に、次の事項を注記します。

本会計基準等の公表に対応し、財務諸表等規
則をはじめとする規則等について平成21年3月
24日に同様の改正がなされています。

•四半期会計期間末における賃貸等不動産の時価

•四半期貸借対照表計上額

四半期財務諸表における取扱いⅥ

開示規則の改正Ⅶ


